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施設平面図 
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利用手続きの流れ 

 

来館または電話による照会にお答えします。 

※予約受付･申請窓口：6 階財団事務所(総務部) 

月～金曜(平日のみ)9 時～17 時 

かがわ健康福祉機構ホームページに貸室の空き状況を掲載し

ていますので、参考にしてください。掲載されていない部屋

やご利用日については、お電話でお問い合わせください。 

（https://www.kagawa-swc.or.jp/home/） 

E-mail､FAX､郵送または直接来館の上､申請してください。 

(電話による申請はできません。) 

※利用日時･利用施設等の申請内容が確定後､提出してください。 

 なお､｢香川県社会福祉総合センター利用許可申請書｣を受理した時点で正式 

な予約となりますので、申請後の変更･キャンセルはご遠慮ください。 

※遅くともご利用日の２週間前までに､提出をお願いします。 

(申請書は､ホームページからダウンロードしてください。また､センター(6 

階)財団事務所総務部､1 階管理事務室にもご用意しています。) 

申請書に記載されている事項について審査の上、許可します。 

料金は前納となっています。 

香川県社会福祉総合センター利用許可書とあわせて送付する

香川県社会福祉総合センター利用料金納入通知書兼領収書を

使用し、納入期限までに銀行振込または 6 階総務部(平日 9

時～17 時､現金のみの取扱い)までご持参ください。 

当日の部屋の開閉､機材の操作説明等はすべて 1 階管理事務

室にて対応します。 
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    ① 全国大会、中四国大会、入試、法令に基づく資格試験等は、上記申込受付期間に 

      限らない場合もありますので、ご相談ください。 

    ① 上記利用時間区分のうち、時間貸しはできません。 

    ② 上記網掛け   の時間は、清掃・機材入替の時間となっています。 

    ③ 必ず利用許可時間内で、準備（荷物の搬入･会場設営）と後片付け（荷物の搬出 

      ･原状復帰）を行ってください。 

    ④ 準備・後片付け及び付属設備等の操作は、利用者側で行ってください。 

    ① 利用日時・利用施設等の申請内容が確定後、提出してください。 

    ② 遅くともご利用日の２週間前までに、提出をお願いします。 

    ① ｢香川県社会福祉総合センター利用許可書｣及び｢香川県社会福祉総合センター利 

用料金納入通知書兼領収書｣発行後の取り消しはできません。ご遠慮ください。 

      また、利用料金はお返しできません。ご了承ください。 

    ② 利用許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、利用許可をし 

      ないことがあります。また、利用許可を受けた後であっても、利用許可を取り消 

      す場合があります。 

      ・センターの秩序を乱し、または公益を害するおそれがあると認められたとき。 

      ・センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められたとき。 

      ・その他センターの管理上支障があると認められたとき。 

      ・利用者が｢暴力団による不当な行為の防止等に関する法律｣による指定暴力団及 

       び指定暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。 
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    ｢香川県社会福祉総合センター利用許可書｣の発行後においても、利用者の責めに帰さ 

ない理由（※）により利用ができなくなった場合などは、１回に限り、利用日等の変更 

が可能（ただし、許可した利用日から１年以内での変更）ですので、ご相談ください。 

 ※例えば、台風の影響で利用が著しく困難になったなど 

    ① 会議室等の使用料、冷暖房使用料及び電気特別使用料は、別表のとおりです。 

（社会福祉の増進に寄与すると認められる事業などで施設を利用する者について 

 は使用料が減免になる場合がありますので、ご相談ください。） 

    ② 利用料金は、前納です。 

    ③ 支払いは、｢香川県社会福祉総合センター利用許可書｣とあわせて送付する｢香川県 

社会福祉総合センター利用料金納入通知書兼領収書｣を使用し、納付期限までに銀 

行振込または香川県社会福祉総合センター(６階)財団事務所総務部までご持参くだ 

さい。（平日９時～１７時、現金のみの取扱い） 

なお、いったん納入された利用料金は原則としてお返しできません。 

    ① 附属機器の操作は、利用者側で行ってください。 

      （操作方法は事前にご確認ください。） 

    ② プロジェクター、パソコン、資料提示装置を使用する際は、映像の事前確認をお 

      願いします。特に、コミュニティホールでの音響、映像、照明設備の具体的な使 

      用方法等は、事前に十分お打ち合わせください。 

      パソコンを持ち込みセンターのプロジェクターを使用する場合、パソコンのＯＳ 

      やプロジェクターをつなぐ接続ケーブルの差込口をご確認ください。 

    ① 利用施設の見学や、プロジェクターで映す映像の試写等は、事前予約が必要です。 

      コミュニティホール、ＯＡ研修室、介護実習室、調理実習室については、必ず事 

前確認をお願いします。 

・平日の貸室の利用がない日の１４時～１６時の間で承っています。 

・料金は無料です。 

＊ただし、見学などの予約の後に貸室の利用申込みがあるときは、見学日時を変 

 更していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

＊予約せずに来館された場合は、対応できないときがありますので、ご了承くだ 

 さい。 
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    ① 利用日当日は、１階管理事務室で受付してください。 

    ② 必ず利用許可時間内で、準備（荷物の搬入･会場設営）と後片付け（荷物の搬出･ 

原状復帰）を行ってください。  

    ③ 利用終了後は、原状復帰し、１階管理事務室（内線２１１または２１２）までご 

連絡ください。 

    ① 物品の販売その他の営業行為、募金、署名その他これらに類する行為はできませ 

ん。 

      ＊上記に該当するような営利目的でない場合も、別途、県の許可が必要となりま 

すので、ご相談ください。 

    ② 楽器の演奏などを伴う利用については、コミュニティホール及びリハーサル室以 

外ではお断りいたします。 

    ③ 附属設備等の操作をはじめ、会議室等の取扱いには十分注意してください。不明 

な点、損傷した場合等は、速やかに１階管理事務室までご連絡ください。 

    ④ 水差し、白布、湯のみ、ポット等は、利用者の方でご準備ください。 

    ⑤ 廊下及び会議室内の壁面等に、ポスター等を押しピン・テープ等で貼ることはお 

断りしております。 

    ⑥ 玄関前及び１階ロビー等への立看板・ポスター等の設置は、別途、県の許可が必 

要になりますので、ご相談ください。 

    ⑦ 会議室以外の廊下及び県民サロンでの飲食はご遠慮ください。 

（利用される会議室内での飲食可能です。） 

    ⑧ アルコール類及びパーティー形式等での利用はご遠慮ください。 

    ⑨ センターは屋内・屋外とも禁煙ですので、ご協力をお願いします。 

      ＊喫煙場所はありません。 

    ⑩ 室内のレイアウトは自由に変更してかまいませんが、ご利用後は必ず予約時間内 

で原状復帰し、必ず１階管理事務室までご連絡ください。 

    ⑪ 忘れ物・紛失物等がないよう自己確認・管理をお願いいたします。 

（当センターでは、責任を負いません。） 

    ⑫ ゴミ（弁当の空き箱、空き缶、ペットボトル、段ボール等）はお持ち帰りくださ 

い。 
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    （駐車料金の減免について） 

・会議室をご利用（注１）された県内に住所を有する方で、なおかつ６５歳以上の 

      方が駐車場を利用する場合は、その利用に係る駐車場使用料を１時間までの利用 

を限度に、また、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、指定難 

病の医療費助成受給者証や登録者証、小児慢性特定疾病の医療受給者証兼登録者 

証をお持ちの方は４時間までの利用を限度として、利用料金の免除が受けられま 

す。 

      駐車券と手帳等を１階管理事務室に提示の上、手続きを行ってください。 

      （注１）会議室の利用には、香川県社会福祉総合センターの利用許可申請、予約、 

          見学を含みます。 

（URL https://www.kagawa-swc.or.jp/home/） 

 

    ① コピー機は、１階管理事務室前に設置しています。（１枚 10 円） 

    ② ＦＡＸは、１階公衆電話横の公衆ＦＡＸをご利用ください。 

（番号：087-835-1999） 

    ③ 飲み物の自動販売機は、１階と６階にあります。 

    ④ コインロッカーは、１階と６階にあります。 

      ・ロッカー利用は、センターを利用される方で当日限りです。 

      ・100 円硬貨は、使用後に戻ります。（無料） 

    ⑤ 「こどもルーム」（３階）は、会議室利用の方のみ利用できます。（無料） 

      ・ただし、貸し切りではありません。 

      ・利用を希望される場合には、利用者側で保育責任者等を準備いただいたうえ 

で、事前にお申し出ください。 
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会議室等のレイアウト（例） 

●標準は教室形式ですが、会議形式等自由に変更してご利用いただけます。 

 その際の変更は、予約時間内に利用者側で行い、使用後は元の状態に戻してください。 

●会議形式で利用する場合、使用しない机・いす等の収納には限りがありますので、あら 

 かじめご了承ください。 

 

◆大会議室（７F）…定員 192 名（３人掛け）、 128 名（２人掛け） 

教室形式（標準）                        会議形式 

 

◆第１中会議室（７F）…定員 84 名（３人掛け）、 56 名（２人掛け） 

教室形式（標準）                        会議形式 

 

◆第２中会議室（７F）…定員 72 名（３人掛け）、 48 名（２人掛け） 

教室形式（標準）                        会議形式 
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◆研修室（仕切なし）…定員 60 名（３人掛け）、 42 名（２人掛け） 

教室形式（標準）             会議形式 

 

◆第１、第２研修室（分割）…定員各 30名（３人掛け）、 各 20 名（２人掛け） 

教室形式（標準）                        会議形式 
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香川県社会福祉総合センター利用許可申請書（記入例） 

 
 

 

令和○○年○○月○○日 

① 令和 ８ 年 ３ 月 ３０ 日 （ 月 ）  ９ 時から １７ 時まで 
② 令和 ８ 年 ３ 月 ３０ 日 （ 月 ）  ９ 時から １７ 時まで 

        年   月     日 （     ）      時から      時まで 

当センターの冷暖房は、地域熱
を利用して供給しています。 
また、年間とおして換気システム

が稼働していますので、冷房･暖
房をご使用にならない場合も、
冷暖房使用料として使用料をご

負担いただきます。 
このため、申請書の「冷暖房の
使用」欄は、「有」を○で囲んで

ご提出ください。 
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附属設備及び器具（記入例） 

（７階）大会議室、第一中会議室、第二中会議室、特別会議室 

            網掛け以外の設備が、使用できます。 

         共通備品（※）は、事前の予約が必要です。 

≪利用される時間帯に、利用数量をご記入ください。≫ 

附属設備及び器具

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

 机 脚 ※

 いす 脚 ※

 折畳み式ステージ 台

 演台 式

 司会者台 台

 指揮者台 台

 譜面台 台

 金びょうぶ 双

 200インチビデオプロジェクター 式

 100インチビデオプロジェクター 式

 マルチスキャンプロジェクター 台 ※

 モニターテレビ 式 ※

 資料提示装置 台

 拡声装置 式

 携帯用拡声装置 式 ※

 ダイナミックマイクロホン 本

 ワイヤレスマイクロホン 本

 コンデンサマイクロホン 本

 三点吊りマイクロホン装置 式

 音声調整機 式

 音響反射板 式

 ロアーホリゾントライト 列

 サスペンションスポットライト 列

 アッパーホリゾントライト 列

 天井反射板ライト 式

 シーリングスポットライト 列

 センターピンスポットライト 台

 パーソナルコンピューター 台 ※

 展示用パネル 枚 ※

　　　　午後6時から午後9時までをいいます。

 　 注 　 午前とは午前9時から正午までをいい、午後とは午後1時から午後5時までをいい、夜間とは

品　　　目 単位

利用日及び利用数量

  月　 日(　）    月   日(  ）   月　　日(　）

会議室内の机・いすは会議室の使用料に含まれます。

追加で必要な数をご記入ください。

大会議室は、共通備品のモニターテレビとは別に、天井据

付のモニターテレビもこちらで申請してください。

100インチビデオプロジェクターと一緒に使用します。

（大会議室、第二中会議室、特別会議室に据え付け。）
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附属設備及び器具（記入例） 

（１階）コミュニティホール 

            網掛け以外の設備が、使用できます。 

         共通備品（※）は、事前の予約が必要です。 

≪利用される時間帯に、利用数量をご記入ください。≫ 

附属設備及び器具

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

 机 脚

 いす 脚

 折畳み式ステージ 台

 演台 式

 司会者台 台

 指揮者台 台

 譜面台 台

 金びょうぶ 双

 200インチビデオプロジェクター 式

 100インチビデオプロジェクター 式

 マルチスキャンプロジェクター 台 ※

 モニターテレビ 式 ※

 資料提示装置 台

 拡声装置 式

 携帯用拡声装置 式

 ダイナミックマイクロホン 本

 ワイヤレスマイクロホン 本

 コンデンサマイクロホン 本

 三点吊りマイクロホン装置 式

 音声調整機 式

 音響反射板 式

 ロアーホリゾントライト 列

 サスペンションスポットライト 列

 アッパーホリゾントライト 列

 天井反射板ライト 式

 シーリングスポットライト 列

 センターピンスポットライト 台

 パーソナルコンピューター 台 ※

 展示用パネル 枚 ※

　　　　午後6時から午後9時までをいいます。

 　 注 　 午前とは午前9時から正午までをいい、午後とは午後1時から午後5時までをいい、夜間とは

品　　　目 単位

利用日及び利用数量

  月　 日(　）    月   日(  ）   月　　日(　）

２00インチビデオプロジェクターと一緒に使用します。

（据え付け）
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